
    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道法改正について多く頂いているお問い合わせにお答えします 

Ｑ２ 民営化により、水道料金が高くなってしまうのでは？ 

水質管理や施設の維持管理などはこれまでどおりできるの？ 

○  今回の改正で導入が可能となった新たな官民連携手法とは、完全民営化のことではありません。

自治体が水道料金の上限や具体的な業務内容などを定めて民間に委託する手法のことです。 

○  水道料金については、事前に議会の議決が必要となるため、民間に委託したことにより無条件 

に料金が高くなることはありません。 

○  水質管理や施設の維持管理については、自治体が要求水準書を定めたうえで民間事業者を決定 

すること、また、事業開始後も要求水準を満たしているかどうか自治体がモニタリングを行うこ 

とで、これまでどおりの水準を維持できるものと考えています。 

Ｑ１ どうして水道法が改正されたのか？ 

○  全国的に、人口減少などによる水道料金収入の減少、40 年を超えて古くなった水道管などの 

更新費用の増加、経験のある技術職員の減少により技術の継承が難しくなっていることなどによ

り、経営状況が厳しくなっています。 

○  この状況を改善するため、自治体間での広域連携や官民連携を推進することを盛り込んだ水道法

の改正が行われました。 

松山市では、新たな官民連携手法を導入する計画はありません。 

Ｑ３ 適正な水道料金とは？ 

○    健全な経営を維持し、今後も水道事業を継続していくために必要な水道料金は、以下のような

費用をもとに算出することとされています。 

 

○   国は、長期的な水道事業の継続が危ぶまれる自治体に対し、必要に応じて料金水準の適正化を 

図るよう、水道料金の是正を求めていくこととしています。 

○  松山市は、資産維持率 2.3％で算定した資産維持費のほか、水道事業を継続していくために必 

要な費用を水道料金に反映させていますので、概ね適正な水道料金水準のもと健全な経営を行っ

ています。（日本水道協会が策定した水道料金算定要領では、資産維持率 3.0％の資産維持費を料

金原価に織りこむことが望ましいとされています。） 



 

参考 海外における民間事業者による水道事業の事例について 

○ イギリスの事例 

  イギリスでは 1970 年代当初、効率的な水資源管理や水不足への対応などを目的に 1,600 あっ

た水道事業者を 10 の地域に統合し、水管理公社による水道事業を開始しましたが、その後サッチ

ャー政権下の各分野での民営化の流れを受け、1989 年に水道事業を完全民営化しています。 

民間会社が地域独占で事業を行うことになるため、政府機関が他の民間の事業者と比較しなが

ら、環境面、水質、経営計画及び利用者サービスについて評価し、場合によっては事業を行うため

のライセンスを取り消すなど管理を行っています。 

 

○ フランス パリ市の事例 

  パリ市では、1986 年から 2009 年の間、水道事業のうち給水業務（水を配る業務）について

民間委託を実施し、その間に「水道料金」が 3.9 倍に上昇しました。 

  しかし、パリ市の水道料金は、日本でいう水道料金に「下水道料金」や「環境税」なども加えら

れており、3.9 倍の主な要因は下水道料金が約 4.5 倍、環境税などが約 6.3 倍上がったためです。

これはフランスの属するユーロ圏内の環境基準が厳しくなったことにより、施設整備費等に要する

財源を確保するため上昇したものと言われています。 

日本でいう水道料金も 2.7 倍に上昇していますが、これは水を作っている第三セクター（パリ市

出資）から民間事業者が給水業務に用いる水を購入する際の値段が約 3 倍になったことが要因と言

われ、民間委託により水道料金が上昇したとは言えないと考えています。 

  このような水道料金の上昇について市民からの理解が得られなかったため、パリ市では 2010

年以降は民間との委託を更新せず、パリ市出資の水公社を設立して再公営化に踏み切りました。再

公営化後は水道料金は若干下がったものの、管路更新率（※）が下がったことから漏水が増え、フ

ランスの公的機関である会計検査院から指摘を受けています。 

 

 ※管路更新率…水道管の総延長に対し更新された水道管の延長の割合を示すもの 

 


